
               委 員 会 規 程 
 

（目 的） 

第１条  この規程（以下本規程という）は、日本真空工業会（以下「当工業会」という）

    が定款第３条（目的）及び定款第４条（事業）に定める目的及び事業を遂行する

    ために、定款第２２条（委員会及び委員長）に基づき、委員会の種別、構成、活

    動など、必要な事項を定めると共に、各委員会間の意志疎通をはかり、委員会活

    動の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（種別及び任務） 

第２条  委員会の種別は、「委員長会議」、「関西支部」、「企画委員会」及び「他の

専門委員会」（以下「専門委員会」という。）とし、「専門委員会」には各々そ

の任務に適した名称を付ける。 

   ２ 「委員長会議」の任務 

     （１）「理事会」の諮問に答申すると共に、必要と認められる事項を建議する

こと。 

      （２）「企画委員会」の諮問に答申すると共に、必要と認められる事項を建議

すること。   

（３）「専門委員会」の任務を適正に分担させること。 

     （４）「専門委員会」の活動を調整し、統括すること。 

     （５）「専門委員会」の設置・廃止及び統合等の検討及び審査をすること。 

また、下部組織の設置・廃止等の場合も同様の扱いとする。 

   ３ 「関西支部」の任務 

      「関西支部」に関しては関西支部規約として別途これを定める。（以下同様） 

   ４ 「企画委員会」の任務 

     （１）当工業会の事業計画の企画、立案し、建議すること。 

（２）予算を立案し、建議すること。 

（３）国内、海外視察の立案し、建議すること。 

（４）当工業会の活性化を図るため、組織の改革、定款、内規の見直しなどを

立案し、建議すること。 

     （５）当工業会の会員拡大の施策を立案し、具現化をすすめること。 

     （６）会員相互の利益を図るための施策を立案し具現化をすすめること。 

     （７）国内外関連団体との協業を図るための施策を立案し、具現化をすすめる

こと。 

     （８）当工業会の「存在感のアップ」を図るための施策を立案し具現化をすす

めること。 

   ５ 「専門委員会」の任務 

     （１）各委員会固有の任務については、（別紙－１）に定める通りとする。 

     （２）予算を立案し、建議すること。 

     （３）事業計画に基づく事業を定期的に処理し、これを審議すること。 



     （４）必要に応じて、下部組織を設置し、任務を分担させること。 

     （５）下部組織を設置する場合は、その任務、名称、構成、活動内容及び活動

期間などを明確にし、「委員長会議」の審査を得ること。 

     （６）下部組織の活動を調整し、統括すること。 

     （７）下部組織の当初の任務が達成されたときには、廃止すると共に、「委員

長会議」に報告し、審査を得ること。 

     （８）事業年度の初めには、その活動について見直しを行い、「委員長会議」

        に報告すること。 

 

（構 成） 

第３条  委員会の構成及び参加資格は、次の通りとする。 

      ２ 「委員長会議」 

     （１）構成委員は、企画委員長を議長として、関西支部長、各専門委員会の委

員長、専務理事、事務局長より構成される。 

     （２）アドバイザーとして企画関係担当理事、渉外関係担当理事、及び関係省

庁担当官の出席を要請することが出来る。 

    ３ 「企画委員会」 

  （１）「企画委員会」の担当理事は会長とする。 

  （２）構成委員は会長会社から推薦された委員長、前期の企画委員長を原則と

して副委員長に充てる。理事会員会社から推薦された委員により構成す

る。 

     （３）委員長は必要に応じて、「専門委員会」委員長或いは、事務局長の承諾

を得て、下部組織のリーダー或いは、事務局員等を本委員会に出席させ

ることが出来る。 

     （４）委員の任期は２年とし、再任を妨げないものとする。 

４ 「専門委員会」 

 （１）各専門委員会の担当理事を定め、理事会の承認を持って選任する。 

     （２）構成委員は委員長、副委員長及び会員から推薦された当該委員会活動に

必要とする員数の委員により構成する。 

     （３）委員は当該委員会の活動に積極的に協力する。また、委員会の任務の遂

行については、平等の責任と義務を負う。 

          （４）委員の任期は２年とし、再任を妨げないものとする。 

 

（委員長等の選任と任期） 

第４条  各委員会には、委員長及び副委員長を置く。委員長は定款第２２条４項により、

会長が指名し、理事会の承認を得て選任する。その職責は次の通りとする。 

     （１）委員長は、当該委員会を主催かつ代表し、その活動範囲の任務遂行の責

任を負う。 

     （２）副委員長は、委員長を補佐し委員長が不在の時にはその任務を代行する。 

２ 委員長の任期は定款第２２条５項により、２年とし、原則再選はできないものと



し、任期終了後２年間は再任できないものとする。委員長経験者は退任後、委員長

を補佐する任に当たることを原則とする。 

 委員長任期は４月に開始されるものとする。止むを得ず任期途中で委員長が交代

の場合、新たに就任した委員長の一年未満の任期は数えないものとする。 

 委員長選任に対して各専門委員長は必要に応じて、主だった委員及び事務局により

幹事会を構成し、その任に当たる。各専門委員会は委員長の選任に際し委員長がひ

とつの会社から複数人選任されないことを基本としそれに努める。 

３ 「企画委員会」、「専門委員会」の副委員長は２名以内とし、委員長が推薦する

者を委員の同意によりこれを選任する。 

 

（委員会の活動） 

第５条  各委員会は、理事会により設定された方針に従い、次の活動を行う。 

      （１）各委員会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日迄とする。 

       （２）委員会は、「定款」及び「本規程」に従うほか、事業者団体の活動に関

        する独占禁止法上の指針（公正取引委員会通達）を遵守する。 

       （３）各委員会は、事業年度毎に、その事業計画及び予算計画を立案する。 

     ２ 「委員長会議」の活動 

     （１）当工業会の活動方針に従って事務局と協力し、当工業会活動を推進する。 

     （２）事業年度毎に各専門委員会の予算案を審議し、事務局と検討・調整を行

        い「理事会」に上程し、承認を得る。 

     （３）各専門委員会事業の進捗状況を把握する。また、事務局と協議の上、全

体計画の推進状況を纏め「理事会」に報告する。 

     （４）各専門委員会より事業年度毎の「事業報告書」を受けて事務局と図り、

        纏めた上で「理事会」に報告する。 

     （５）事業年度毎の会計決算は各専門委員会の報告を受けた上で、「理事会」

に報告し、承認を得る。 

     （６）「委員長会議」にて要請された委員長は、「理事会」に出席し、当該委

員会の活動報告をする。 

    ３ 「企画委員会」の活動 

（１）当工業会の活動方針に従って事務局と協力し、当工業会活動を推進する。 

     （２）委員長は、当該事業年度の開始日までに、その事業計画及び予算計画を

「委員長会議」に報告し、審査を受ける。 

          （３）委員長は、「委員長会議」で当該委員会の活動内容を書面による報告及

び意見を具申すると共に、その指示をうけてこれを実行する。 

          （４）委員長は、当該事業年度終了後速やかに当該事業年度の活動を統括し「事

        業報告書」を作成すると共に、「委員長会議」に報告し、審査を受ける。 

    ４ 「専門委員会」の活動 

     （１）当工業会の活動方針に従って事務局と協力し、当工業会活動を推進する。 

       （２）委員長は、当該事業年度の開始日までに、その事業計画及び予算計画を 

               「委員長会議」に報告し、審査を受ける。 



          （３）委員長は、「委員長会議」で当該委員会の活動内容を書面による報告及

び意見を具申すると共に、その指示をうけてこれを実行する。 

          （４）委員長は、当該事業年度終了後速やかに当該事業年度の活動を統括し「事

        業報告書」を作成すると共に、「委員長会議」に報告し、審査を受ける。 

     （５）委員長は、「理事会」に出席し、当該委員会の活動報告をする。 

 

（下部組織） 

第６条  「企画委員会」、「専門委員会」の当該任務を遂行するために、必要に応じて

下部組織として継続的なミッションを持つ「小委員会」を、また時限的な組織と

しての「ワーキング・グループ」（以下「ＷＧ」という。）を設けることができ

る。その場合は、次の通りとする 

     （１）「小委員会」には小委員長及び副小委員長を、「ＷＧ」にはリーダー及

びサブリーダー各１名を置くことができ、それぞれ委員の中より互選に

よりこれを選任する。 

     （２）任務については、特定の事業について期限を定め、専門的に審議・検討

        を行うと共に、その活動について所属委員会に報告する。 

     （３）構成員は、当工業会会員の中から推薦された委員とする。また、必要と

認められるときは委員として客員を入れることが出来る。 

     （４）客員には、官公庁、大学及び外部関係機関などの有識者または、協力 

        者であって、所属委員会及び「委員長会議」が認めた者とする。 

 

（運 営） 

第７条   各委員会は、その運営にあたっては「本規程」を遵守する。 

    ２ 各委員長は、事務局に助言を求めて委員会の活動が他の委員会と重複しないよ

うに注意すると共に、資料の事前配布や書面による審議を活用するなどして、委

員会を合理的に運営し、速やかに任務を遂行するように努める。 

     ３ 各委員長は、必要に応じて臨時に委員会を開催し、重要事項等について意見・

情報交換等を行うことができる。 

   ４ 「委員長会議」にあっては、委員の過半数の出席を以て成立し、出席委員の過

半数以上の同意により可決する。 

 

（開 催） 

第８条  各委員長は、任務を適切に処理するために当該事業年度の「活動日程表」に基

づいて、会議の１０日前までに会議の招集を行う。 

   ２ 各委員会は、定例開催の他に次の場合に開催することができる。 

         （１）各委員会の構成員の過半数から要請があったとき。 

         （２）委員長が必要と認めたとき。 

     ３ 各委員会は、時間を厳守すると共に、会議が効率的かつ、円滑に進行するよう

    に互いに協力し、成果を得るように努める。 

   ４ 「小委員会」ないし「ＷＧ」の場合も前項の各項に準ずる。 



（議事録） 

第９条  各委員会は会議を開催した場合は、議事録を作成しなければならない。 

     （１）議事録の作成要領は次の事項を記載する。 

       ・日時及び場所 

       ・出席及び欠席委員の名前 

       ・議題、議決事項 

       ・議事の経過概要 

        （２）議事録は、当工業会の会議の公的記録として取り扱われるので、当該委

        員会委員長の承認を必要とする。 

        （３）議事録は、次回会議の開催通知に同封するなどして事務局より全委員に

        配布する。 

    ２ 「委員長会議」にあっては、第７条４項の定めにより、会議が成立しない討議

    の場合は報告書として扱うが、重要な事項があれば、再度会議を招集するか、ま

    たは、稟議により議事録を作成する。 

   ３ 各委員会の議事録は、当該委員会の出席者で委員長が指名した委員が作成する。

   ４ 議事録は、事務局がこれを管理し、その保存期間は原則として５年とする。 

 

（経  費） 

第１０条 各委員会の活動に要する経費は、原則として「法人会計」により賄う。 

 

（専門委員会の設置及び改廃） 

第１１条 「専門委員会」を設置しようとする場合は、所定の様式により「提案書」を作

成し、「委員長会議」の審査を受けて、定款第２２条１項により理事会の承認を

得なければならない。 

      ２ 「専門委員会」を設置しようとする場合は、その準備段階における調査、検討

等を行うため研究会を設けることができる。 

      ３ 「専門委員会」を統合または廃止する場合は、所定の様式により「報告書」を

作成し、「委員長会議」の審査を受けて、理事会の承認を得なければならない。

また、「専門委員会」の名称、業務範囲などを変更する場合もこれに準じる。 

 

（就任及び退任） 

第１２条 委員に就任または、委員を退任する場合は、委員長宛に書面で届け出なければ

    ならない。 

      ２ 委員の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに書面で事務局に届け出なけれ

    ばならない。 

   ３ 委員長が所属委員会の委員として不適当と判断した場合は、退任させることが

    出来る。また、委員長はその理由を明確にして文章を以て、事務局長及び「委 

    員長会議」議長に提出し、承認を得た上で会員代表者に通知する。 

 

 



（事務局） 

第１３条 各委員会の諸連絡事務は、当工業会事務局がこれに当たる。 

      ２ 事務局は、各委員会が円滑に運営されるように努め、各委員会の運営等が不適

    切な場合には改善を求める。また、これを受け入れないときは、「委員長会議」

    に対して善処を求める。 

      ３ 事務局は、各委員会の会計について事業年度毎に「決算報告書」を作成し、「委

員長会議」に報告し、審査を受ける。 

   ４ 事務局は、各委員会の活動を維持するために委員などの氏名、会社名（又は団

体名）、所属役職名、連絡先（住所、郵便番号、電話番号、ＦＡＸ番号、Ｅ－ｍ

ａｉｌを含む）等を記載した名簿を、関連法規に則り常に整備していなければな

らない。 

 

（決定事項の公表） 

第１４条 委員会における決定事項のうち、当工業会名で公表又は外部に提出するものに

ついては、次の手続きをとることとする。 

        （１）調査資料については、原則として予め「理事会」で承認された「書式」

        によるものとする。 

      （２）官公庁等に対する「要望書」については、「委員長会議」及び「理事会」

の承認を得る。ただし、時間的に緊急を要するものの場合には、「委員

長会議」議長の承認を得てこれを実施し、「委員長会議」及び「理事会」

において追認を受ける。 

        （３）その他の重要事項については、上記に準じて処理する。 

                                                                     以 上 

 

 付 則 １．この規程の改正は、理事会の議決を得て会長が定める。 

       ２．この規程は、２０１４年 １０月１５日より施行する。 

 

（引用規程類） 

 日本真空工業会 定款 

                      １９９６年 ３月１３日 制 定 

                       １９９９年 ５月１４日 一部改定 

                       ２０００年１１月２７日 一部改定 

                       ２００２年１１月２２日 一部改定 

                        ２０１４年１０月１５日 一部改定 

日本真空工業会 

会長承認 

 

                                   

 



                                  （別紙－１） 

 

   委員会規程第２条３項の「専門委員会の任務」により、各専門委員会固有の任務は 

  次の通りとする。 

 

教育委員会 

真空技術関連技術者の教育の重要性を認識し、各種講習会を企画・実施する。真空

技術基礎講習会（真空ウォーキングコース）、真空技術実践講座、真空技術応用講座な

どを実施する。 

 

出版委員会 

真空技術情報誌「真空ジャーナル」の編集企画から取材・校正・発行までを担当し、

技術誌を通して真空技術の教育や普及に努める。 

 

展示会委員会 

毎年１回開催される「真空展」の企画と運営を行う。また、真空展の企画の一部で

ある真空フォーラム等講演会を開催する 

 

規格標準委員会 

ＪＩＳやＩＳＯ規格等の真空関連規格の見直しや新たな規格を、日本真空学会との

合同委員会『規格標準合同検討委員会』で検討し、日本規格協会、ＩＳＯ当局に提案

して真空関連規格の整備を行う。 

 

技術委員会 

技術委員会は次世代の真空関連技術の調査を１～２年の短期で行い、その結果を調

査報告書にまとめて会員に提供する。 

 

統計委員会 

真空業界の社会的認知と発展を図ることを目的とし、四半期毎に日本国内及び世界

の真空機器市場の受注販売や市場動向の調査を行い、統計参加会員企業にその結果を

報告し、かつ、その要約を業界全体の受注販売高の統計として公表する。 

 

環境委員会 

会員企業に対して環境に配慮した製品開発･製造を革新するための様々な啓発活動

を行う。環境活動報告書の発行、各種セミナーを実施して、環境関連の最新情報を提

供する。 

 

ＣＳ委員会 

真空機器の製造及び取り扱い環境の中で、作業安全や健康維持、保全作業に関わる

調査を行い、会員企業に情報提供を行う。 

 

その他のプロジェクト（小委員会、ＷＧ）： 

（１）任務は、その設置の都度「理事会」により決定される。 

（２）メンバーについては、「理事会」が小委員長ないしＷＧリーダーを選出し、

小委員長ないしＷＧリーダーがメンバーを選任して「理事会」に報告する。 

（３）活動内容は、定期的に「理事会」に報告する。 

 

以上 


